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第１ 設問１ 事例中２及び３の留め置き措置の適法性 

１ 大声で意味不明な言葉を発するなど警職法２条１項の不審事由のある甲に

対する職務質問に引き続き，午前１１時から始まった事例中２及び３の留め

置き措置は，覚せい剤使用者特有の様子があり覚せい剤事件で有罪判決を受

けたことが判明した甲につき，覚せい剤の使用・所持という特定の犯罪の任

意捜査としてされたものと考えられる（刑訴法１９７条１項本文）。無令状で

の任意捜査としての留め置きは，強制処分に当たる実質逮捕といえるような

ものあってはならず（憲法３３条，刑訴法１９９条，令状主義），実質逮捕に

至らないものでも警察比例の原則から必要かつ相当な限度で許容される。 

２(1) 留め置きが，実質逮捕に当たるかは，留め置きの時間，留め置きの態様，

被疑者の態度などの事情を考慮しつつ，被疑者の意思に反した身柄拘束とい

えるかにより判断することにする。 

(2) 本問をみるに，午前１１時頃，Ｐは，警察署への同行と尿の任意提出を

拒んで警察署とは反対方向に歩き出した甲の前に立ち進路を塞いだ上，午前

１１時２０分と同１１時２５分にも，甲車を降りて歩き出した甲の前に立ち

ふさがっている。Ｐのこれら留め置きの態様は，甲の身体に触れるものでは

ない程度のものであり，「仕方がねえ。」あるいは，「警察にいくなら，ここに

いる。」などと述べて現場にとどまった甲の態度からも，渋々とはいえ自ら

の意思で現場に留まっていたものといえる。これら事情に加えて，ここまで

の留め置きの時間は３０分以内と比較的短時間であることを考慮すると，こ

の時点での留め置きは，甲の意思に反した身柄拘束とはいえない。 

(3) さらに本問をみるに，Ｐらが令状の準備に入った後の午前１１時３０分，

Ｐが，２台のパトカーを甲車の前後各１メートルの位置に甲車を挟みこむよ
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うに停車させて，甲の移動手段たる甲車を容易に移動できないようにした上

で，甲車を降りて歩き出した甲に対して，両手を広げて進路を塞ぎ，甲と体

が接触すると足を踏ん張り甲が前に進めないように制止した行為は，留め置

きの態様として，午前１１時頃のＰの行為と比べると，甲の移動の自由を制

約する度合いが強い。しかし，甲は，「仕方ねえな。」と言って，渋々ながら

も自らの意思で甲車内に戻っているという甲の態度や，ここまでの留め置き

の時間も前記同様短時間であること考慮すると，この時点での留め置きは，

甲の意思に反した身柄拘束とはいえない。 

(4) 午後１時及び午後４時に，Ｐが，甲車を降りて２，３メートル歩いた甲

に対して，両手を広げて進路を塞ぎ，甲と体が接触すると足を踏ん張り甲が

前に進めないように制止した上に，胸部や腹部を前に突き出して甲を甲車の

運転席前まで押し戻した行為は，積極的直接的な有形力を行使する点で留め

置きの態様として非常に強度であり，移動に関する甲の自由意思を著しく制

約するものである。また，甲は，午後１時に「弁護士から帰っていいと言わ

れたので，帰るぞ」として明確に帰宅の意思を示していることや，午後１時

と午後４時の前記Ｐの行為がされたことに対して「車から降りられねえの

か。」，「帰れねえのか。」との強い不満を示していた甲の態度からすると，留

め置きの間，甲が携帯電話で外部と自由に通話することができ，甲のある程

度の行動の自由があったことを考慮しても，甲は，午後１時以降はその場に

留まる意思が全くなかったものといえる。このような状況の下で，結果的に，

留め置きの時間が，午前１１時から午後４時３０分までと全体として長時間

となっていることは，強制採尿令状の準備に入ったのが午前１１時３０分と

比較的早期であることや，交通渋滞で令状執行が通常より１時間余分にかか
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ったという事情から，留め置きが逮捕の時間制限を潜脱するためにされたと

はいえないことを考慮しても，客観的にみて身柄拘束性が強いものといえる。 

以上のような，午後１時には帰宅の意思を示して，その場に留まることを

明確に拒否していた甲の態度や，Ｐによる留め置きの態様が積極的直接的な

有形力の行使として強度なものであることや，結果的には全体として約５時

間半の長きに及んだ留め置きの時間を総合考慮すると，本問留め置き措置は，

甲の意思に反した身柄拘束として実質逮捕に当たる。 

３ 以上より，留め置き措置は，無令状でなされた実質逮捕として違法である。 

第２ 設問２ 下線部①及び②の各措置の適法性 

１(1) 検察官Ｓの①及び②の各措置が，Ｔからの接見交通権の申出に対する刑

訴法３９条３項の接見指定として適法といえるかを検討する。 

(2)ア 接見交通権は，捜査のため必要があるときは，公訴の提起前に限り，

日時等を指定することができる（３９条３項本文）。接見交通権は，憲法３

４条の弁護人依頼権に由来する重要な権利であり，接見指定は，この権利と

被疑者の取調べ等の捜査の必要との調整を図る趣旨で置かれた必要やむを

得ない例外的措置といえる。このことから「捜査のため必要があるとき」と

は，間近い時に取調べをする確実な予定があって，申出に沿った接見を認め

ると取調べが予定どおり開始できなくなるおそれがある場合や，既に開始さ

れている取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。 

イ 上記のような接見指定の要件を満たす場合でも，指定内容が被疑者の防

御権を不当に侵害するものであってはならない（３９条３項但書）。とりわ

け，逮捕直後の初回の接見は，取調べを受けるに当たっての助言を得るため

の最初の機会であって，被疑者の防御の準備のために特に重要である。そこ
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で，(a)弁護人等に即時または近接した時点における接見の必要性があり，(b)

捜査機関がそのための時間を確保することが可能であるときは，捜査の顕著

な支障を回避するのに必要な限度で，即時又は近接した時点における接見指

定をしなければならない義務が生じるものと考える。そして，この義務に違

反して接見を拒否したり，不合理な内容の接見指定をしたりした場合は，被

疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するものとして３９条３項但書

に違反し違法になると考える。 

２ ①の措置の適法性 

弁護人になろうとするＴからの接見の申出が，被疑者Ｓによる弁解録取手

続の最中にされたものであり，その時点で接見を認めると取調べの中断によ

り捜査に顕著な支障が生ずるといえる。したがって，①の措置は，「捜査の

ため必要があるとき」にされたといえる。 

次に，接見指定の内容をみるに，(a)Ｔの接見申出は，未だ自ら弁護人を選

任しておらず，容疑を否認している甲にとって逮捕直後に弁護人を選任して

助言を得る貴重な機会であり，弁護人等に即時または近接した時点における

接見の必要性が認められる。(b)Ｔの接見申出は，Ｓによる弁解録取手続の最

中にされており，弁解録取が中断すると時間制限内に勾留請求できなくなる

おそれがあるので，捜査機関は，即時の接見を実現するための時間確保まで

は要求されないが，近接した時点での接見として弁解録取手続が終わった時

点での接見のための時間確保が要求される。そして，Ｓは，弁解録取手続終

了までの予定時間３０分と，Ｔが甲との接見を希望しているＨ警察署までの

移動予定時間約３０分を見越した上で，若干の余裕をもたせて，当日午前１

１時を接見の日時として指定している。この指定は，Ｓとしては，申出から
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近接した時刻をもって接見のための日時を指定したものといえるため違法

な点はない。 

以上より，①の措置は適法である。 

３ ②の措置の適法性 

Ｓが当初の指定を変更するために再度接見指定をした午前１０時２５分の

時点において，Ｓは甲の自白を得るための取調べを行おうと思い立っていた。

そうすると，急なこととはいえ，間近い時に取調べをする確実な予定があっ

て，申出に沿った接見を認めると取調べが予定どおり開始できなくなるおそ

れがあり捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たるといえる。したがって，②

の措置は，「捜査のため必要があるとき」にされたといえる。 

次に，接見指定の内容をみるに，(a)弁解録取手続後，甲が「実は，お話し

したいことがあります。」などと述べおり，甲が自白する可能性が生じている

ため，その自白の効果につき弁護人から助言を受ける必要性が高まったとい

えため，即時または近接した時点における接見の必要性が認められる状況に

ある。(b)既に弁解録取手続により犯罪事実の要旨を告知されるなど引致後必

要な手続を終えて一区切りついているのであるから，Ｓが甲の自白を得るた

めの取調べをするまでの間に，たとえ短時間でも，捜査の顕著な支障を回避

できる限度で接見のための時間を確保することが可能であり，その限度で接

見指定をする義務があったといえる。にもかかわらず，Ｓが当初指定した午

前１１時から午後零時３０分以降と接見日時を変更した措置は，捜査の顕著

な支障を回避できる限度でされたものとはいえず，甲の防御の準備をする権

利を不当に制限するものとして３９条３項但書に違反し違法といえる。 

以上より，②の措置は違法である。 
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第３ 設問３ 下線部③の証言の証拠能力 

１ 下線部③の甲の証言が伝聞証拠として証拠能力が否定されるかを検討する。 

伝聞証拠は原則として証拠能力が否定される趣旨は（３２０条１項），伝聞

証拠が，人の知覚，記憶，表現，叙述の各過程を経て証拠化されたもので，

各過程の誤りをチェックしないまま証拠として用いることで生じる誤判を防

止するところにある。このような趣旨から，伝聞証拠とは，裁判所の面前で

の反対尋問を経ていない供述で，その供述で要証事実を立証するにはその供

述の内容の真実性が問題とされるものをいうと考える。 

人の供述が伝聞証拠に該当するかは，要証事実との関係で相対的に決まる

ところ，何が当該供述の要証事実となるかは，供述の内容や公判前整理手続

で整理された争点の内容，その他の事情から当該証拠によりどのような事項

を立証することに意味があるのかという観点から考えていく。 

２ 本問をみるに，下線部③にあらわれた甲の公判供述に含まれる乙の供述は，

乙からビニール袋を受け取った甲に対して，帰宅途中に警察に見つからない

ように助言し，甲が捕まると乙自身も刑務所に入ることになると述べるもの

である。そして，公判前整理手続において，乙に覚せい剤の認識があったか

という点が争点として整理されているところ，前記乙の供述の存在自体から，

乙がビニール袋の中身が警察による取締りの対象となる法禁物であることを

認識していたことを推認できる。そして，乙が甲にビニール袋を渡したとさ

れる平成２７年６月２８日のわずか３日に，実際に甲が覚せい剤入りのビニ

ール袋を所持していた事実にかんがみれば，乙が甲に渡したビニール袋の中

に法禁物に当たる覚せい剤が入っていたことを乙が認識していたことを推

認できる。以上のような③証言の内容や公判前整理手続で整理された争点の
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内容，その他の事情からすれば，③証言により，それに含まれる乙の供述の

存在自体が立証されれば，乙がビニール袋の中身が覚せい剤であることを認

識していたとの争点にかかる事実を立証するのに役立ち証拠として意味がで

る。以上より，③供述の内容や争点の内容に鑑みれば，③の供述の要証事実

は，証言③のとおりの乙の供述の存在といえる。 

３ 上記要証事実との関係で，甲の証言③の伝聞該当性を検討するに，甲の供

述自体は公判廷における供述として反対尋問のチェックを受けるため伝聞証

拠とはならない。甲の供述に含まれる乙の③供述は，その供述の存在自体が

要証事実となることから，当該供述によりその要証事実を立証するには，供

述の内容の真実性は問題とならない。したがって，③の証言は伝聞証拠には

当たらない。 

４ 以上より，③の証言は伝聞証拠として証拠能力は否定されず，証拠能力が

認められる。 

第４ 設問４ 下線部④の質問等の制限の可否 

１ ２９５条１項を根拠とする質問等の制限は，事件に関係がない事項にわた

るなどの場合に，訴訟関係人の本質的権利を害さない限度で許容されるとこ

ろ，公判前整理手続で主張されていなかった④の質問等が同条項の事件に関

係がない事項にわたるものとして制限できるかを検討する。 

２ 公判前整理手続終了後の新たな主張を制限する規定はなく，公判期日で新

たな主張に沿った被告人の供述を当然に制限できることにはならない。しか

し，同手続の経過及び結果，公判期日でなされた質問等の内容，さらには，

新たな主張がされるに至った経緯，新たな主張の内容の重要性などを考慮し

て，当該質問等の主張を許容すると，充実した公判審理を実現するために公
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判前整理手続を行った意味を失わせるものと認められる場合には，同条項の

「事件に関係がない事項にわたる」ものとして主張制限できると考える。 

３ 本問をみるに，公判前整理手続において，乙及び弁護人Ｕは，裁判所から

アリバイの主張について可能な限り具体的に明らかにされたいとの求釈明を

受けて，犯行があったとされる平成２７年６月２８日は終日，Ｊ県内の丙方

にいたとのアリバイの内容を具体的に釈明した結果，前同日に乙が乙方で甲

に覚せい剤を譲り渡したかどうか等という点が争点として確認された。この

ような同手続の経過及び結果がある中で，戊から手紙が届いて，犯行当日は

戊方でテレビを見ていたとの乙の公判供述の主張を許容すると，さらに裏付

け捜査が必要となり，公判審理が予定よりも長引くことは否定できない。し

かし，アリバイの主張は，乙の防御権という本質的権利として非常に重要な

ものである。乙は，同整理手続において，事件当日に乙方にいなかったとの

アリバイ自体の主張はしており，乙が当時，丙方にいたのか，戊方にいたの

かの違いは，犯行当日，乙が乙方にいたのかという整理された争点の中での

差異にすぎない。公判での乙の供述内容は，前回の公判期日後に届いた戊か

らの手紙がきっかけで思い出されたものであることから，公判前整理手続の

段階でその主張をすることは困難であったといえる。以上のような，同手続

の経過及び結果，公判期日でなされた質問等の内容，新たな主張がされるに

至った経緯，新たな主張の内容の重要性にかんがみると，④の質問等を認め

ても，同手続を行った意味を失わせるものとはいえない。 

したがって，④の質問等を事件に関係がない事項にわたるものとして制限

することはできない。 
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